みんなが龍馬塾　会則

第1章　総則

（名　称）
第1条　この団体は、みんなが龍馬塾と称する。
（事務所）
第2条　この団体は、主たる事務所を広島市中区基町１９−２−４６２に置く。
（目　的）
第3条　この団体は、全国の様々なジャンルの福祉活動や人権擁護活動に携わる人々とネットワークを形成し、福祉や教育の根幹にある“人は何のために生まれ、生きるのか”や“人にとって幸せとは何か”という命題に答えるための哲学を継続・蓄積し、子ども・青少年や高齢者、障害者等の社会的弱者支援にとどまらず、地域や分野を定めない『市民支援』、さらには市民一人一人の「生きる力の育み支援」を行い、もって市民福祉社会の発展に寄与することを目的とする。
（活動の種類と事業）
第4条　この団体は、前条の目的を達成するため、以下の活動を行う。

（１） 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

（２） 社会教育の推進を図る活動

（３） 子ども・青少年の人権を守り健全育成を支援する活動
（４） 高齢者の人権を守り家族や地域での看取りを推進する活動

（５） 防災のまちづくり推進を図る活動

（６） その他のまちづくりの推進を図る活動

（７） 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

（事業）
第5条 この団体は、第３条の目的を達成するため、次の事業を行う。
①青少年の自立支援事業
②高齢者や障害者、子育て等を支援する福祉事業
③まちづくりに関する研究事業
④その他、第３条の目的を達するために必要となる諸活動
第2章　会員

（会員）
第6条　この団体の会員は、次の2種とする。

(1) 正会員とは、この団体の目的に賛同して入会した個人または団体。

(2) 準会員とは、この団体の目的に賛同して入会した個人または団体であって、正会員以外のもの。
（入会）
第7条　この団体の会員になろうとする者は、この団体の活動目的に賛同する者でなければならない。

2　会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。理事会は入会を拒否する正当な理由がない限り入会を承認するものとする。

3　理事会は、前項の者の入会を認めないとき、その理由を付記して本人に通知しなければならない。
（会費）
第8条　会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
（退会）
第9条　会員で退会しようとする者は、別に定める退会届けを代表理事に届け出て退会することができる。
（資格喪失）
第10条　会員は次の各号の事由により、会員資格を喪失する。

(1)　1年以上会費を滞納し、理事会において支払い意思がないと認定した者。

(2)　本人が死亡または失踪宣告を受けたとき。

(3)　当該団体が消滅したとき。

(4)　除名されたとき。

(5)　第9条による退会。
（除名）
第11条　会員が次の各号に該当するときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会で除名し得るものとする。
       　(1)　会員がこの団体の名誉を著しく傷つけたとき、この団体の目的に反する行為をしたとき、または会員としてふさわしくないと判断されたとき。

(2)　この団体の定款等に違反したとき。
（提出金品の不返還）
第12条　既納の会費、その他の提出金品はこれを返還しない。
第3章　役員

（種別および選任）
第12条　この団体に次の役員を置く。

　理事は、5名以上10名以内とする。

　監事は、１名以上２名以内とする。

2　理事のうち、3名以内を代表幹事とする。

3　理事および監事は、正会員（団体にあっては、その代表者またはその委任を受けた者）のなかから総会の議決により選任する。

4　代表理事は理事会において互選する。

5　監事は、理事またはこの団体の職員を兼ねることはできない。
（職務）
第13条　代表理事は、この団体を代表し、その業務を総理する。

2　理事は、理事会を組織し、総会の議決にもとづいて業務を執行する。
（監事）
第14条　監事は、次に掲げる業務を行なうものとし、その遂行にあたって必要なときはいつでも理事に対して報告をもとめ、調査することができる。

(1) この団体の財産状況を監査する。

(2) 理事の職務執行状況を監査する。

(3) 財産の状況、または業務の遂行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときはこれを　総会又は所轄庁に報告する。

(4) 前号の報告をするために必要なときは、自ら総会を招集することができる。または、代表理事に対して総会の招集を請求することができる。

(5) この団体の業務及び財政について、理事に意見を述べることができる。
（任期）
第15条　役員の任期は１年とする。但し、再任を妨げない。

2　欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。

3　役員は、前二項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の通常総会が終結するまで、その任期を伸長する。
（解任）
第16条　役員が次の各項の一つに該当するときは、任期中であっても総会において出席者の3分の2以上の賛同を得てこれを解任することができる。

(1) 職務の遂行にたえられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

（役員の報酬）
第17条　役員は無報酬とする。但し、役員総数の3分の1以下の範囲で、予算の範囲内において理事会の決議により報酬を支給することができる。

2　役員には業務遂行に要した費用を弁償することができる。
第4章　会議

（種別）
第18条　会議は総会および理事会とする。

2　総会は、通常総会および臨時総会とし、正会員をもって構成する。理事会は、理事をもって構成する。
（機能）
第19条　総会は、この会則に規程するもののほか、次の事項を議決する。

(1) 会則の変更。

(2) 解散。

(3) 合併。

(4) 事業計画および収支予算の決定。

(5) 事業報告および収支決算の承認。

(6) その他幹事会が必要と認める重要な事項。

（招集）
第20条　会議は第14条４項の場合を除いて代表理事が招集する。

2　代表理事は、会議を招集するにあたっては、会議を構成する正会員または理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容、ならびに日時および場所を、少なくとも一週間前までに文書をもって通知しなければならない。
（開催）
第21条　通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。

2　臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、または第14条の規程により監事が招集した場合に開催する。

3　理事会は必要なとき随時開催する。
（定足数）
第22条　総会は正会員、理事会は理事の３分の１以上の出席がなければ、開催することができない。
（議長）
第23条　会議の議長は、代表理事または代表理事の指名による。

（議決）
第24条　この定款に定める場合を除き、総会は出席した正会員、理事会は出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2　総会における正会員の表決権または理事会における理事の表決権は、平等とする。
（書面表決等）

第25条　総会に出席できない正会員または理事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の正会員または理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、当該正会員および幹事は、第22条および第24条の規程の適用については出席したものとみなす。
（議事録）
第26条議長は、総会および理事会の議事について議事録を作成し、議長および出席した正会員または理事のうちから、その会議において選任された議事録署名人２名が署名捺印し、これを保存しなければならない。

第5章　事務局

（設置、職員の任免、組織運営）
第27条　この団体に必要な事務処理を行うため事務局をおく。
2　事務局には、事務局長１名及び必要な職員を置く。

3　事務局長および職員は、代表理事が任免する。

4　事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
第6章　資産および会計
（資産の構成）
第28条　この団体の資産は、次の各号をもって構成する。

(1) 会費。

(2) 寄付金品。

(3) 資産から生ずる収入。

(4) 事業に伴う収入。

(5) その他の収入。
（資産の管理）
第29条　この団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。

2　この団体の経費は資産をもって支弁する。
（事業年度）
第30条　この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章　会則変更及び解散

（会則の変更）
第31条　この会則の変更は、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
（解散）
第32条　この団体は、総会の議決により、解散する。

2　総会の議決により解散するときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意をえなければならない。
第10章　雑則

（委任）
第33条　この会則の執行に必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

付則

付則1　第7条の規程にかかわらず、初年度の会費については、設立総会の議決により、次の通りとする。
　(1) 正会員　年会費　1口5千円　1口以上
　(2) 準会員　年会費　1口3千円　1口以上
付則2　設立当初の役員は、設立総会の承認を経て、別表に掲げるものとする。
	役職
	氏名
	所属先または住所

	代表理事
	室本けい子
	広島市安佐北区亀崎４丁目１２−１

	理事
	谷　幸子
	民謡教室三味線道場主宰　（広島市中区基町１８−１）

	理事
	谷口 祐司
	学校法人こいみどり学園理事　　特別支援コーディネーター

	理事
	井上　洋子
	広島市安佐北区真亀４丁目４−４５−１０３

	理事
	中村　敦子
	日本赤十字広島看護大学　看護師・助産師

	理事
	倉原 宗孝
	岩手県立大学総合政策学部教授

	理事
	廣友　秀人
	映像プロデューサー（神奈川県藤沢市白旗３丁目）

	監事
	井上ほのか
	広島市安佐北区可部町勝木1686-18


付則3　第15条第1項の規程にかかわらず、設立当初の役員の任期は、設立した日からこの団体が特定非営利活動法人となるまでか、または設立した日から2013年3月31日までの、いずれか早い日までとする。

付則4　設立当初の事業年度は、第31条の規程にかかわらず、設立した日から2014年3月31日までとする。

付則5　この会則は、2013年8月1日から施行する。

別表　設立当初の役員

